
平成 30 年度 第 4回東区協議会次第 

日時：平成 30年 7 月 25 日（水）午後 1時 30 分から 

会場：東区役所 3 階 31、32 会議室 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

（1）協議事項について 

   平成 30 年度浜松市東区市民活動表彰について          【区振興課】 

（2）地域課題について 

 東区協議会委員会活動の報告について 

４ その他 

（1）東区の取り組み 

（2）その他 

（3）8月の開催予定 平成 30 年 8 月 24 日（金）午後 1時 30 分から 

           会場：東区役所 3 階 31、32 会議室 

５ 閉会 



第９号様式  

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 平成 30 年度浜松市東区市民活動表彰について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

【市民活動表彰の趣旨】 

 優れた市民活動を行う団体を表彰することで、団体のモチベー

ションを高めるとともに、多くの市民に市民協働をＰＲし、市民

主体のまちづくりを継続的に推進するもの。

【表彰までの流れ】

・区長賞受賞団体については、各区の区行政推進会議で審査し、

各区協議会に意見を求め、その意見を踏まえ区長が決定する。

・区長賞受賞団体は原則１団体とする。 

・市長は各区で選出された区長賞受賞団体について、審査を 

行い、市長賞受賞団体を決定する。 

対象の区協議会 東区協議会 

内  容 

浜松市市民活動表彰（区長賞）の決定について、区協議会に

意見を求めるものです。 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

平成 30年 9 月に市長賞受賞団体が決定予定 

担当課 区振興課 担当者 鈴木勝久 電話 424-0115 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。



市民活動団体推薦書 

候補者 

団体名 

（グループ名）

（フリガナ）ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ セキシカガヤキカフェ 

特定非営利活動法人 積志かがやきカフェ 

所在地 浜松市東区有玉北町１２２９ 

団体 

連絡先 

住所 
〒 

浜松市東区 電話 ***-***-**** 

メール 

アドレス 
Yｋ281106＠jc4.so-net.ne.jp ＦＡＸ ***-***-**** 

推薦理由 

 平成 27 年に団体が設立され、それ以来、地域住民へ

防災意識の向上を目的に様々な事業を実施している。 

 特に、要援護者の防災意識の向上、災害への関心を高め

ることが大切であると考え、平成 29 年度に災害時に役立

つ「防災ひめくりカレンダー」を作成し、東区内の 75 歳

以上の独り暮らしの高齢者や高齢者夫婦の世帯へ、民生委

員、自治会及び行政と連携し配布を行った。 

 カレンダーは、「高齢者一人でも、自分の命は自分で守

るには、どの様な備えや知識が必要か」が一目でわかるよ

うに作られている。繰り返し見ることによって、災害時に

不安を抱える高齢者の防災意識の高揚、防災機能のレベル

アップに多いに貢献しており、地域の防災意識の向上に役

立っている。 
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東区長賞選考資料
（ふりがな） 

団体名 
特定非営利活動法人  

積志かがやきカフェ 

（ふりがな） 

代表者氏名
かわい ようこ 

河合 洋子 

e-mail Yｋ281106＠jc4.so-net.ne.jp 
電話番号 ***-***-**** 

FAX 番号 ***-***-**** 

団体設立年月 平成 27 年 4 月 15 日 団体員数 31 名 

団体活動目的 

 東日本大震災で被災した大船渡市を中心に東北支援活動を行

うとともに、地域における防災防犯対策及び、環境保全、地域

安全等に関する事業を実施し、積志地区の町づくりの拠点とし

て、受援力（ボランティアを地域で受け入れる力）を高め、安

全・安心な生活、災害に強く住む人に優しい町づくりの推進に

寄与する。 

これまでの 

主な活動実績 

・防災対策講演会・意識啓発活動 

・被災地支援活動 

・災害に強いまちづくり支援活動 

・防災教育支援活動及び情報発信 

Ｐ

Ｒ

し

た

い

活

動

実

績

の

概

要 

活動名 

安全安心な地域づくりに関する事業 

いざという時のお役立ち防災日めくりカレンダー 

～ つながって・つながって ～ 作成・配布事業 

活動の期間 平成 29 年 12 月から継続中 

活動財源 
該当するもの全

てに○ 

行政からの補助金・団体会費・寄附・当該活動により得た収益

その他（大和証券福祉財団 等からの助成金      ） 

活 動 の 

きっかけ 

浜松市では、東南海地震が叫ばれているが、住民の関心や意識、

備えには大きな差がみられ、地域や住民の実情に応じた対策が

課題であり急務と考えた。中でもあまり光が当たっていない要

援護者の防災意識の向上、災害への関心を高めることが大切で

あると考え実施した。 

内  容 

１ 日めくりカレンダー作成 

  ・配布計画、ＰＲ方法の検討 

２ 日めくりカレンダー使い方及びＰＲ（マチネコンサート） 

  ・防災講話 ・使い方説明 ・演奏会＆体験談 

３ 日めくりカレンダー配布(2,500 部) 

  ・民生委員、自治会、行政（区役所・協働センター）連携 

成  果 

・地域に住む高齢者の防災意識の高揚 

・いざという時のための防災対策の推進 

・住民としてできる「自助」と「共助」 

・災害時に備えての役立つ方策、心構え、実行力の育成 

この活動につ

いて更に発展

させたいこと

防災日めくりカレンダーは、地域の防災意識の向上に役立つた

め、他の地域でも活用されることを期待する。 

活動に協力し

た団体等 

行政・企業・ＮＰＯ・学校・市民・その他（民生委員  ） 

協力の内容 

行政：日めくりカレンダーの配布 

企業：助成金 

民生委員：日めくりカレンダーの配布 
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1/1 

所属長 平成３０年７月１２日  

通知等 市民部 市民協働・地域政策課

区協議会の開催日程（７月）について

このことについて、次のとおり区協議会が開催されますのでお知らせします。

協議会名 回数 日 時 場 所 会議内容（予定） 傍聴定員 問合先

中区
協議会

第4回
7月25日
（水）
13：30～

浜松市役所
北館1階
101会議室

・（協議）平成30年度浜松市中区市民活動表
彰について
・（協議）地域課題について
・その他

10人程度
(先着順)

中区役所
区振興課

TEL:457-2210

東区
協議会

第4回
7月25日
（水）
13：30～

東区役所
3階　31・32会議

室

・（協議）平成30年度浜松市東区市民活動表
彰について
・地域課題について
・その他

10人程度
(先着順)

東区役所
区振興課

TEL:424-0115

西区
協議会

第4回
7月25日
（水）
13：30～

西区役所
3階　大会議室

・(協議)平成30年度浜松市西区市民活動表
彰について
・地域課題について
・その他

5人程度
(先着順)

西区役所
区振興課

TEL:597-1112

南区
協議会

第4回
7月26日
（木）
13：30～

南区役所
3階　大会議室

・（答申）市営住宅の一部廃止について（新
橋団地及び遠州浜団地の一部）
・（協議）平成30年度浜松市南区市民活動表
彰について
・（協議）平成30年度地域力向上事業の提案
について
・地域課題について
・その他

5人程度
(先着順)

南区役所
区振興課

TEL:425-1120

北区
協議会

第4回
7月26日
（木）
13：30～

北区役所
3階　31・32会議

室

・（協議）平成30年度浜松市市民活動表彰区
長賞候補団体について
・（協議）平成30年度地域力向上事業の提案
について
・地域の情報等について
・その他

5人程度
(先着順)

北区役所
区振興課

TEL:523-1168

浜北区
協議会

第4回
7月26日
（木）
13：30～

浜北区役所
3階　大会議室

・（協議）平成30年度浜松市市民活動表彰区
長賞候補団体について
・（協議）平成30年度地域力向上事業の提案
について
・地域課題について
・その他

10人程度
(先着順)

浜北区役所
区振興課

TEL:585-1141

天竜区
協議会

第4回
7月25日
（水）
14：00～

天竜区役所
2階　21・22会議

室

・（諮問）財産譲与に伴う熊財産区の廃止に
ついて
・（協議）平成30年度浜松市市民活動表彰区
長賞候補団体について
・地域課題について
・その他

5人程度
(先着順)

天竜区役所
区振興課

TEL:922-0013

市民部 市民協働・地域政策課 担当：増田
ＴＥＬ ４５７－２０９４



第 2回交通安全委員会 議事概要 

日 時 平成 30 年 7 月 17 日（火）10:00～11:00 

会 場 東区役所 33 会議室 

出席者 大軒 孝幸、齋藤 國弘、齋藤 孝明、齋藤 宣男、佐藤 公治、髙  和美、田中 充

（50 音順・敬称略）

事務局 鈴木 勝久、梅尾 友里奈（区振興課） 

１ 敬老会チラシについて 

（チラシ内の啓発文） 

・今回取り上げる２つのポイントは以下のとおり。 

①交差点はイエローストップ！ 

   ②横断時は左右をしっかり確認！ 

  ・各ポイントの内容は、箇条書きにして完結にまとめる。

 （交通安全標語） 

  ・遠州弁は現在あまり使われていないので、標準語の標語も加える。 

  ・今回の標語は以下のとおり。 

   ①「交差点 入っちゃだめだに 黄色では」※遠州弁 

   ②「くらぼったい 服じゃあ夜道は はぁ危ない」※遠州弁 

   ③「イエローで アクセル踏んだら レッドカード」 

   ④「つけてるよ！ 夜でも目立つ 反射材」 

   ⑤「赤信号 絶対止まれ 事故の元」 

２ 平成３０年度の活動について 

   ・次回の委員会では、警察（交通第一課長もしくは係長）から交通事故の現状につ

いて話をしてもらいたい。⇒事務局にて、警察と調整 

   ・今後の活動として、交通事故多発交差点の現場診断などを行ってほしい。 

３ その他 

・次回開催日８月２日(木) 午前１０時～ 東区役所３階３３会議室 



平成３０年度 第２回東区協議会地域防災委員会 活動報告

開催日  平成３０年７月１９日（木） 午前９時３０分から

開催場所 東区区役所 第３２会議室

出席者  森和彦委員長、村木克郎委員、藤田昌良委員、鈴木洋次委員

     河合洋子委員、河合よしの委員、小池太江子委員

事務局  井田正人、吉垣幸和、杉森保雄

１ 議事

（１） 東区の災害特性（区振興課から）

（事務局より、東区の災害特性と、想定される災害への備えについて説明）

ア 地震について、静岡県第４次被害想定に基づく推定震度、推定液状化危険度、津波

被害の有無など。

イ 風水害について、天竜川、安間川、馬込川がはん濫した場合の浸水想定地区や、

土砂災害地域。

ウ 浜松市ホームページに浜松市防災マップが掲示されていて、パソコンやスマート

フォン上でも確認ができること。

エ 避難所（市が開設する避難所、福祉避難所、予備避難所や、地域で自主的に開設さ

れる避難所）の数や、市が開設する避難所の備蓄品（飲料水含む）について。

オ 福祉避難所の受入対象者、開設のタイミング、開設期間や役割等について。

カ 風水害の対応として、安間川遊水池、土のうステーション等について。

キ 災害時における応急水源、給水資機材、飲料水兼用耐震性貯水槽の現状について。

（地域防災委員からの意見）

ア 福祉避難所の受入対象者の決定はどのタイミングで誰が行なっていくのか、理解

されているのか？

イ 大きな訓練も良いが、地域避難所毎における運営訓練をやってみてもいいのではな

いか。各自主防災隊への役割分担を明確にして、災害発生時に混乱しない組織を作り

上げていくことが必要。

ウ 福祉避難所が竜西荘のみでは、収容能力を超えてしまう場合があるので、周知方法

に工夫が求められる。

エ 地域防災委員会の話し会いでまとめられた意見を、危機管理課へ報告し反映してい

ってもらいたい。



オ 議論していることは大切なことなので、他委員会へ参加し意見交換を行なってはど

うか。

（事務局）

いろいろな貴重な意見が述べられ、各意見を尊重しながら具体的な行動を考案し

ていくこととする。特に避難所運営ができる組織作り、それに伴う訓練が必要である。

（２） 年間計画について

地域防災委員会の意見を取りまとめ進行していくこととする。

（３） その他

特になし

２ 次回開催予定

日時 平成３０年９月１９日（水）午後１時３０分から

会場 東区役所第３３会議室



はままつ友愛の高齢者プラン【第 8次浜松市高齢者保健福祉計画】について 

長寿保険課

１ 目的

 高齢者に関する各種の保健福祉事業や平成 12 年度にスタートした介護保険制度の円滑な

実施をはかるための総合的な計画として、「浜松市高齢者保健福祉計画」と「浜松市介護保険

事業計画」を一体的に策定した計画の総称 

【策定根拠】 

総称 名称 根拠規定等 

はままつ友愛の高齢者プラン 
第 8次浜松市高齢者保健福祉計画 老人福祉法第 20 条の 8 

第 7 期浜松市介護保険事業計画 介護保険法第117条第1項

２ 重点施策の進捗状況の報告 

№ 施策 取り組みの方向 進捗状況 

(1) 健康寿命の延伸 

健康で明るく生き生きできる

よう健康づくりを支援し、介護

予防と一体的に推進します。 

新たな介護予防「ロコモーショントレ

ーニング事業」の推進 など 

(2) 

地域包括ケアシ

ステムづくりの

推進 

自立した生活を営めるよう医

療、介護、予防、住まい、生

活支援サービスを切れ目な

く、一体的に提供する「地域

包括ケアシステム」づくりを

推進します。 

・在宅医療、介護連携相談センターの

運営 

・浜松市認定在宅医療、介護対応薬局

制度の開始 

・介護予防、日常生活支援総合事業の

導入 など 

(3) 
認知症対策の推

進 

医療、介護サービス、日常生

活の支援サービスが包括的に

提供される体制づくりを推進

します。 

・オレンジシール・オレンジメール事

業の開始 

・認知症サポーターの養成 

・認知症カフェ運営助成の開始 など 

(4) 
高齢者見守り・支

援体制の拡充 

地域における見守り・支援体

制の拡充を図ります。 

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の

実態調査の継続実施 など 

(5) 

特別養護老人ホ

ーム・介護付き有

料老人ホームの

整備推進 

待機者解消のための計画的な

施設整備を推進します。 

・特別養護老人ホーム整備 

H27⇒H29  769 床増加 

・介護付き有料老人ホーム整備 

H27⇒H29  335 床増加 

(6) 

元気な高齢者が

支援の必要な高

齢者を支える新

たな仕組みづく

りの推進 

ボランティア活動を通じた地

域貢献を奨励・支援して高齢者

が高齢者を支える社会参加の

仕組みづくりを推進します。 

・ささえあいポイント事業の開始 

（地域ボランティア全市展開） 

３ はままつ友愛の高齢者プランより重点施策の説明 

H30.7.25 
第4回東区協議会 



平成３０年７月２５日 東区協議会

 東区地域力向上事業 

アグレミーナ浜松とのふれあい交流事業について 

区民生活課  

１ 目的 

「プロスポーツ選手になる。」という夢を実現された選手の方々に、直接フットサルを教えて

いただき、児童の夢を育み、健全育成及び技術の向上を図るため、東区内居住の小学校４年生か

ら６年生を対象に、浜松市東区の浜松アリーナをホームスタジアムとするアグレミーナ浜松の選

手によるフットサル教室を開催いたします。 

２ 事業内容 

（１）名  称･･･アグレミーナ浜松とのふれあい交流事業（フットサル教室） 

（２）講  師･･･アグレミーナ浜松の選手 

（３）日  時･･･平成３０年８月２１日（火） 午後２時から午後４時 

（４）会  場･･･浜松アリーナ（メインアリーナ） 

（５）対 象 者･･･東区居住の小学生４年生から６年生（フットサル・サッカー経験不要） 

（６）参 加 料･･･無料（事前の申し込みが必要） 

（７）定  員･･･４０人から５０人程度（超えた場合は抽選） 

（８）申込期間･･･平成３０年７月１日（日）から平成３０年７月３１日（火） 

電話（４１１－９０３７）若しくは FAX（４４３－９２１６）又はアグレミー

ナ公式 HP内メールフォームにて申込。 

①住所 ②氏名 ③学年 ④生年月日 ⑤連絡先（電話、メールアドレス） 

 【参考：フットサルとは？】

(１) コート ⇒ １８－２２ｍ(縦) × ３８－４２ｍ(横)  

※ゴールの大きさは１ｍ(高さ) × ３ｍ(幅) 

(２) ボール ⇒ 大きさ: ６２－６４ｃｍ（外周）、２０ｃｍ（直径）、 

重さ: ４００－４４０ｇ 

(３) 競技者 ⇒ ５人（ゴールキーパーを含む。） 

(４) 時 間 ⇒ 前後半それぞれ２０分 

各チームは、前後半１回ずつ１分間のタイムアウトを要求できる。 

(５) 主なルール 

ア タッチラインからのプレー再開は、キックインで行う。 

イ ゴールラインからのプレー再開は、ゴールキーパーのスローイングで行う。 

ウ 交代は審判の承認なく、何人でも可能。 

エ 過度なコンタクト（ショルダーチャージ 等）は禁止。 

オ オフサイドは無し。 

カ ４秒ルール（プレーの再開はボールをセットしてから４秒以内に行う。）を採用。 
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「社会を明るくする運動」について 

東区社会福祉課 

◆「社会を明るくする運動」（法務省事業）とは、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯

した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行

のない地域社会を築こうとする全国的な運動 

１ 広報活動出発式 

概要 

「社会を明るくする運動」の一環として、毎年 7月の強調月間に保護司会が中心となっ

て広報車による広報活動を実施するもの 

日時・場所 

  ７月５日（木）午前９時１５分、東区役所正面玄関前 

出席者 

  東区保護司会約１５人、人権啓発センター職員１人、区長以下東区役所職員５人。うち 

保護司２人が広報車に同乗して各協働センターを回り、チラシ、ティッシュ、ポスター

を配りながら広報活動を実施した。 

H30.7.6 中日新聞 

H30.7.6 静岡新聞 

２ 街頭啓発 

 日時・場所

 ①７月２０日（金）午後３時３０分

  リブロス笠井

 ②７月２１日（土）午後４時００分

  遠鉄ストア西ヶ崎店

 ③７月２８日（土）午後３時３０分

  イオンモール浜松市野店

 内容 クリアファイル、ティッシュ配布によ

る啓発活動


